令和８年度 宇佐市「食」の自立支援事業新規受託希望事業者募集要領

第１. 事業目的
　　　この要領は、在宅での食事の調理又は調達が困難な高齢者に対し、宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業（以下「事業」という。）を実施することにより、高齢者等の安否の確認、健康増進及び食生活の改善を図り、もって高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

第2．受託者資格基準
　宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業実施要綱に基づく事業を実施するにあたり、事業の趣旨に賛同し、次の（1）から（10）の要件をすべて満たす事業者とします。
　なお、本事業は、介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業のうち、同条第1項第1号ハ第一号生活支援事業及び同条第3項第3号その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業として実施するものです。事業受託に際しては、介護保険法施行規則第140条の62の3第2項に定める基準に適合することが必要です。

（1）保健所よりの営業許可証を得ていること。
（2）宇佐市が指定した圏域全域への配達が可能であること。
（3）管理栄養士又は栄養士により栄養管理された、高齢者向けの弁当を製造することができること。
（4）調理のための継続した使用が可能な厨房設備を有していること。
（5）委託期間中の継続した事業実施が可能であること。
（6）配達員のほか、緊急時の対応が可能な者が常駐し、安否確認及び異常を発見した際の緊急連絡体制が確保できること。
（7）宇佐市暴力団排除条例の規定により定義される暴力団及び、それらの利益となる行動を行うものでないこと。
（8）暴力団関係者等が事業者の支配人、無限責任社員、取締役、監査若しくはこれらに準ずる地位に就任し、又は実質的な経営等への関与がないこと。
（9）法人市民税など地方税全般その他公租公課の滞納がないこと。
（10）その他仕様書に定める事項を遵守できること。

第3. 業務内容
宇佐市「食」の自立支援事業仕様書（別紙1）のとおりとする。

第4. 委託期間
  令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年とする。

第5. 提出書類　
宇佐市「食」の自立支援事業受託希望事業者提出書類一覧表（別紙2）のとおりとする。
          　　　　　　
第6. 提出方法　
  持参のみ可とする。

第7. 提出場所
宇佐市役所1階　介護保険課

第8. 提出期限　
令和8年1月30日（金）午後5時

第9. 審査方法
宇佐市介護保険課において提出書類の審査を行い、必要に応じてヒアリング等を行うものとする。

第10. 審査結果の通知
  受託事業者を決定した時は、申請者に審査結果を通知するものとする。なお、通知する結果は当該申請者に関する結果のみとする。
　また、審査結果については、宇佐市ホームページ上に公表を行うものとする。
